
松川町国民健康保険運営協議会 次第 

日時 令和８年２月 19日 午後 7 時 00 分～ 

      場所 松川町役場 2 階 協議会室                   

１ 開  会 

 

２ 町長あいさつ 

 

３ 正副会長の選任について 

 

４ 正副会長あいさつ 

 

５ 自己紹介 

 

６ 諮  問 

 

７ 会議録署名委員の選任について 

 

８ 協議事項（進行：会長） 

1） 国民健康保険の仕組みについて 

 

2） 「長野県における保険税水準の統一に向けた 松川町のロードマップ」について 

  

3） 国民健康保険事業の状況について 

 

4） 国民健康保険税の収納率等の傾向について 

 

5） 令和７年度 国民健康保険特別会計決算見込みについて 

 

6） 国民健康保険税 子ども・子育て支援金制度（支援金）について 

 

7） 令和８年度 国民健康保険事業特別会計 当初予算（案）について 

 

8） 連絡事項 

     ① 答 申 （令和８年２月 20 日 ８：30～） 

     ② その他 

 

９ 閉  会 



【協議事項１】国民健康保険の仕組みについて 

（１）国民健康保険とは 

国民健康保険（以下:国保）は、公的医療保険制度の 1 つで、主に会社の健康保険などに加入 

していない方が加入する医療保険です。医療費の一部を保険で給付します。 

① 被保険者（加入者） ※74 歳以下で次に該当する方が対象となります。 

ア. 自営業、農業、フリーランス   イ. 退職等で職場の健康保険を外れた方 

ウ. パート等で職場の健康保険の加入要件に当てはまらない方 など 

② 保険者（運営者） 

国保は、都道府県と市町村が一体となって運営する仕組みが基本となっています。 

県: 国保財政の安定的な運営の中心、運営方針の策定等 

町: 資格管理、保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業（健診等）など住民に身近な実務 

③ 国保の財源 

国保の財源は、大きく次の組合せで成り立ちます。 

ア. 被保険者が負担する保険税   イ. 公費（国・都道府県・市町村の負担） 

ウ. その他（給付費等に応じた調整・交付の仕組み） 

④ 国保受診時の医療費の負担(自己負担と保険給付) 

国保の医療費（保険診療分）は、大きく次の 2つで成り立ちます。 

ア. 窓口で支払う自己負担（1 割/2 割/3 割等） イ. 保険が負担する給付分（残りの費用） 

⑤ 窓口負担（自己負担割合）の基本 

医療機関の窓口負担(保険診療分)は、年齢や所得区分で決まります。一般的に現役世代は 

3 割、条件により 2 割・1 割となります。区分は所得状況等により判定されます。 

⑥ 保険対象外の費用 

国保でカバーされるのは、基本的に保険診療の範囲です。次のような費用は別途自己負担と 

なることがあります。 

ア. 差額ベッド代  イ. 文書料（診断書等）  ウ. 先進医療の一部、自由診療 

エ. 入院時の食事代の一部負担 など 
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⑦ 給付の種類  

ア．療養の給付(現物給付) 

医療機関や薬局の窓口で、自己負担割合(1～3割等)を支払い、残りを国保が負担する基本の給 

付(保険診療が対象)。 

イ．入院時食事療養費(入院時の食事代) 

原則として標準負担額(所得区分等による自己負担)を支払い、残りを国保が負担。 

ウ．療養費(立替払い等の払い戻し) ※要申請 

やむを得ず保険証等を使わず全額を支払った場合に、国保の負担分が後から支給される制度。 

エ．高額療養費 

1 か月(1 日～月末)の自己負担が所得区分ごとの自己負担限度額を超えたとき、超えた分が後 

で支給される制度。限度額適用認定(またはマイナ保険証の仕組み)により、窓口負担を最初か 

ら限度額までにできる場合あり。 

オ．高額介護合算療養費 

同一世帯で、1年間(期間は制度で定められています)に支払った医療保険と介護保険の自己負 

担を合算し、基準額を超えた場合に、超えた分が支給される制度。 

カ．出産育児一時金 

被保険者が出産したときに支給。直接支払制度を利用できる場合は、窓口負担を抑えられる。 

キ．葬祭費 ※要申請 

被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った方に支給。 

ク．移送費 

病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示によりやむを得ず搬送された場合、要件を満たす 

場合に支給。 

⑧ 医療費と国保財政の関係(運営の視点) 

国保では、医療費が増えると、原則として次のような形で影響が出ます。 

ア．保険給付費（国保が負担する分）が増える  

イ．国保財政（収支）の負担が増える  

ウ．結果として、国保税や財政運営、医療費適正化・保健事業の重要性が高まる 
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（２）国民健康保険運営協議会の役割 

① 運営協議会の役割 

国民健康保険運営協議会は、国保事業の運営に関する重要事項を審議するための会議です。 

ア. 町長の諮問を受ける  イ．重要事項を審議する  ウ．まとめた意見を答申する 

② 「重要事項」のイメージ 

ア．保険税に関すること（賦課方式、税率、軽減等の考え方） 

イ．保険給付に関する運用（給付の適正化に向けた取組等） 

ウ．保健事業（特定健診・保健指導、重症化予防、医療費適正化の取組） 

エ．国保財政や収支の見通しに関すること（説明・報告を含む） 

※実際に何を諮問するかは、自治体運用・年度事情により変わります。 

③ 委員構成 

立場の異なる委員で構成され、バランスの取れた審議を行うことを意図しています。 

ア．被保険者代表: 4 名  イ．保険医等代表: 4 名  ウ．公益（町議会）代表: 4 名 

④ 審議で確認する内容 

国保は「地域の医療を支える保険」であり、加入者の年齢構成・所得構造の影響を受けやす 

いという特徴があります。協議会は、執行部の決定を代行する場ではなく、諮問事項を審議 

し意見（答申）を示す場です。 

審議で確認する内容 

ア．住民負担（保険税）の公平性 イ．医療の確保と給付の適正化 ウ．財政の持続可能性 

エ．予防・健康づくり（保健事業）      

（３）国民健康保険税について 

国民健康保険税（以下：国保税）は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合算 

で計算されます。 

① 納税義務者について 

国保税の納税義務者は、国保加入者(被保険者)がいる世帯の世帯主です。世帯主が国保加入者 

の場合は「普主」、世帯主が国保以外の健康保険(協会けんぽ・後期高齢者医療制度など)に加 

入している場合は「擬主」といいます。 
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② 国保税の課税区分について 

国保税の税率及び税額単価は、課税区分ごとに定められています。現行は「医療保険分」「後 

期高齢者支援金分」「介護納付金分」の 3 区分で、区分ごとに【所得割】【被保険者均等割】 

【世帯平等割】の税率・単価が異なります。 

そのため、医療・支援・介護をそれぞれ算定し、合算した金額が年税額となります。 

また、令和８年度からは「子ども・子育て支援金分」が新たに加わり、同様に区分ごとに算 

定した金額を合算して年税額を算定します。 

区分 説明 

医療保険分 
医療機関での診療や薬局での調剤などにかかる保険給付費等に充て

るためのもの。 

後期高齢者支援金分 
後期高齢者医療制度（原則 75 歳以上等）を支えるため、国保から

拠出する後期高齢者支援金の財源に充てるためのもの。 

介護納付金分 
被保険者のうち、40 歳以上 64 歳以下が対象で、介護保険制度の財

源として国保から拠出する介護納付金の財源に充てるためのもの。 

子ども・子育て支援金分 
子ども・子育て支援金制度の財源として、医療保険者（国保を含

む）が拠出する支援金の財源に充てるためのもの。 

 

 

③ 軽減制度   

種類 対象者 内容 

ア 低所得世帯の保険税軽減

(均等割・平等割) 
世帯所得が一定基準以下の世帯 

均等割・平等割が 7 割/5 割

/2 割等で軽減 

イ 特定世帯・特定継続世帯

(後期高齢者医療への移行) 

後期高齢者医療へ移行し、国保加

入者が 1人になる等の世帯 
平等割を一定期間軽減 

ウ 未就学児に係る均等割の

軽減(子どもの均等割軽減) 

未就学児(小学校入学前)の被保険

者がいる世帯 

該当する子ども分の被保険

者均等割を減額 

エ 非自発的失業者の軽減

(倒産・解雇等) 
倒産・解雇等により離職した方 

一定期間、保険税算定上の

所得を軽減して計算 

オ 産前産後期間の軽減 
出産予定日(または出産日)前後の

一定期間にある方 

期間中の所得割・均等割等

の一部を軽減 

カ 災害・所得皆無等による

減免(条例第 25条関係) 

災害などで重大な損害を受けた

方、所得がなく生活が困難な方 
申請により保険税を減免 

キ 旧被扶養者に係る減免

(要綱で基準規定) 

会社の健康保険等の被扶養者だっ

た方が国保に加入した場合 

申請により(要件該当で) 均

等割・平等割を減免 
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④ 課税方式及び税率について 

国保税は、所得に応じた応能割と、人数・世帯に応じた応益割で構成されます。町では、所得割 

(前年所得)、均等割(人数)、平等割(1世帯定額)の 3 方式で算定します。    

ア．所 得 割 （ 応 能 割 ）: 国保加入世帯の被保険者の前年所得に応じて計算 

    イ．被保険者均等割（応益割）: 被保険者の人数に応じて計算 

    ウ．世帯平等割（応益割）: 1 世帯あたりの定額として計算 

※県内の保険料水準統一に向けた協議を踏まえ、ロードマップに基づき国保税を段階的に見直し 

ています。詳細は別途説明します。 

⑤ 国民健康保険税の税額計算について 

国保税は、まず 12 ヶ月加入した場合の年税額を計算し、実際の加入月数に応じて月割りして 

算出します。 【年税額×(加入月数/12)】 

基準日は月末のため、取得月は算入し、喪失月は算入しません(日割りなし)。 

⑥ 国民健康保険税の徴収方法について 

【普通徴収(口座振替・納付書)】 

年税額を、4 月から翌年 3 月の 12 回で納めます。前年所得が 6月に確定するため、次の 2 段 

階で徴収します。 

ア． 4～6 月: 前年度の年税額を基にした暫定額を月額として徴収 

    イ． 7～3月: 本算定で決まった年税額から暫定分を差し引いた残額を、残り 9 回で徴収 

 ※4～6月中に国保へ加入した方は暫定徴収を行わず、本算定後の 7月から徴収を開始します。  

【特別徴収(公的年金からの天引き)】 

65 歳以上 75 歳未満の国保加入者のみの世帯で、世帯主が次の条件を満たす場合に、年金か 

ら天引きされます。 

   ア．特別徴収の対象となる基礎年金が年額 18 万円以上 

   イ．国保税＋介護保険料の合計が、年金額の 1/2 以下 

※徴収の流れ 

  ア． 4・6・8月: 前年度 2 月分と同額を仮徴収 

イ．10・12 月・翌 2 月: 本算定額から仮徴収分を差し引いた残額を、3回で均等に天引き 
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１ 国民健康保険の運営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 保険料水準の完全統一とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協議事項 2】 

「長野県における保険税水準の統一に向けた松川町のロードマップ」について 
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3 保険料水準の完全統一に向けて 

（1）国の方針 

  令和６年６月に保険料水準加速プラン（第２版）が示され、完全統一までのスケジュールが 

【令和 15年度（遅くとも令和 18年度）までに完全統一】と示されました。 

  

（2）県内における保険料完全統一までのスケジュール 

国で示された方針に基づき、同じ保険料負担で同じ住民サービスが受けられるように、長野県の 

保険料水準完全統一に向けた議論が進んでいますが、まだ詳しい方向は示されていません。 

  

 ①保険料水準完全実施の在り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②県内における保険料水準完全実施に向けたスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 標準的な保険料（税）の算出 
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 ・標準保険料率は、県及び市町村間の保険料水準の比較を行うための参考料率です。 

  （保険料水準統一のための目標として示されたものではありません。） 

各市町村の納付金から市町村個別の公費等の見込額を控除し、独自に行う保険事業や任意給付等 

の費用見込額を加算した、その市町村の保険料として集めるべき必要額を基にして算出した料率 

となります。従って、市町村の個別の基金や余剰金、法定外繰入等の影響は加味されていないた 

め、実際に市町村が賦課する保険料率として示されているものではありません。 

あくまで参考値となりますが、令和 8 年度分について町税率との差額は以下のとおりです。 

  ※標準保険料率を下回る場合、納付金原資に不足が生じることになるため、別途資金の工面が 

必要となります。（基金取崩し、法定外繰越等） 

 

５「長野県における保険税水準の統一に向けた松川町のロードマップ」について 

（1） 松川町ロードマップ策定の経緯とこれまで 

県の「保険税水準の統一」に向けた考え方を踏まえ、町は令和 3年度に、急激な負担増を避け 

る激変緩和を目的とした「松川町ロードマップ」を作成しました。以降、基本的にロードマッ 

プに沿って毎年、国保税の見直し(増額)を行ってきました。 

（2） 運営協議会での主な意見(見直し検討のきっかけ) 

運営協議会から、二次医療圏統一までの税率(額)の妥当性や増額の必要性について意見があり 

町は見直しの要否を検討しました。結果、目標税率が示されていないことや子ども・子育て支 

援金制度の創設等を踏まえ、見直しは行わず計画どおり継続することとし、令和 7年 2 月の運 

営協議会で承認を得ました。  

（3） 今後の進め方 

現行ロードマップは令和 9 年度までのため、来年度以降の国保税の見通しと激変緩和の継続に 

向け、次の観点で検討します。 

ア．到達点の確認: 県方針との整合を踏まえ、町の目標水準を整理 

イ．新制度影響の反映: 子ども・子育て支援金分の影響を整理 

ウ．財政見通し: 医療費動向や基金等を踏まえ、必要な税率水準と引上げ幅を検討 

エ．激変緩和の継続: 段階的見直しの期間・幅を再設計 

 

今後、国や県の動向を注視し、方針が示され次第、運営協議会の皆様にご相談しながら、次期 

町ロードマップ(計画)の策定を進めてまいります。 

 
応能割 応益割 

所得割 均等割 平等割 合計 差額 

医 療 分 
長野県 6.59％ 

△0.89％ 
24,054 円 24,546 円 48,600 円 

△9,800 円 
松川町 5.70％ 20,000 円 18,800 円 38,800 円 

支援金分 
長野県 2.93％ 

△0.38％ 
10,974 円 9,865 円 20,839 円 

△3,839 円 
松川町 2.55％ 9,200 円  7,800 円 17,000 円 

介 護 分 
長野県 2.47％ 

△0.15％ 
10,308 円 8,276 円 18,584 円 

△2,584 円 
松川町 2.32％ 9,500 円  6,500 円 16,000 円 
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【協議事項 3】国民健康保険事業の状況について 

①国保保健事業について 

町では国保保健事業として、健康課題に基づき必要な事業を企画・実施し、評価しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも、後発薬品の促進利用を勧める、多剤・重複服薬の方への指導なども実施しています。 

 

② 特定健診受診率・特定保健指導終了率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診は受診率 60%超が生活習慣病予防に効果的とされ、国も目標としています。松川町は R2年度の

コロナ禍の影響時を除き、近年は 60%台を維持しています。今後も受診の継続と受診率向上を図るため、

保健師・栄養士による保健指導の質の向上と受診率向上策に取り組んでいます。 
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③ 保険者努力支援制度 

保健事業の取組や国保運営の状況に応じて加点され、得点に応じた配当金が増え、保健事業に充てら

れる制度です。 
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【協議事項 4】国民健康保険税の収納率等の傾向について 

➀ 近年の国民健康保険税収納率の推移 

・現年度の収納率は、１月末日時点で 77.97%(昨年度同月対比＋1.29%)となっています。 

昨年度(令和 6 年度)には、年度の終盤で修正申告による高額未納事案が複数件発生しま

したが、今年度は、今のところ調定額（賦課総額）が大きく増額する要因が無いため収

納率は微増を見込んでいます。以後注視して参ります。 

・過年度の収納率は、1月末時点で 25.29%(昨年度同月対比＋2.84%)となっています。 

今年度から短期保険証が無くなり収納率の維持が困難になると思われましたが、定期的 

な警告書の発送や個別訪問、滞納処分を頻繁に執行していることもあり収納率は前年度 

より向上する見通しです。 

（単位：千円） 【参考】

摘要 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
令和7年度

（1月31日時点）

調定額 230,310 239,810 244,851 244,881 253,693 244,277

収納額 225,868 232,146 240,577 238,036 245,995 190,459

収納率 98.07% 96.80% 98.25% 97.20% 96.97% 77.97%

（単位：千円） 【参考】

摘要 令和２年度 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和7年度

（1月31日時点）

調定額 25,949 25,018 26,602 23,607 20,345 21,688

収納額 5,139 4,187 5,065 7,623 5,700 5,485

収納率 19.80% 16.74% 19.04% 32.29% 28.02% 25.29%
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【協議事項 6】 

国民健康保険税 子ども・子育て支援金制度（支援金）について 

1. 制度の概要 

令和 8 年度に施行される「子ども・子育て支援制度」は、子ども・子育て支援に必要な財源 

を確保するため、医療保険者が「子ども・子育て支援金」を拠出する仕組みです。 

2. 国保での位置づけ 

国保税は、これまでの「医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分」に加え、「子ど 

も・子育て支援金分」を合算して年税額を算定します。 

3. 税額計算上のポイント 

①子ども・子育て支援金分も、他の区分と同様に、区分ごとに「所得割/均等割/平等割」を 

組み合わせて算定し、合算します。 

②子ども・子育て支援金分の均等割では、子どもに係る均等割を減額し、その減額分は制度 

全体の財源として 18 歳以上の被保険者の負担に振り分ける取扱いとなります。 

つまり、子どもがいる世帯では子ども分の均等割が軽くなる一方、減額した分は国保加入 

者全体(主に 18 歳以上)で支える仕組みです。 

4. 令和 8 年度 子ども・子育て支援金分 税額（率）について 

 令和 8年度の子ども・子育て支援金分の税額(率)は、県が示す標準保険税率を参考に算出し 

ました。制度は 4 月から施行となりますが、新制度となるため暫定期間の税額を算定できな 

いため、本算定で税額が確定した時点で、順次予算へ反映していきます。 

なお、令和 8 年度当初予算案では、現時点での見込みとして、県へ支払う納付金額と同額を 

概算で歳入に計上しています。 

 

令和 8 年度子ども・子育て支援金分の税額(率) 案 

 
応能割 応益割 

所得割 均等割 均等割(18 歳以上) 平等割 

0.30％ 1,000 円 30 円 1,000 円 
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年   度 予算規模 

令和 8年度 1,218,077 千円  

令和 7年度 1,228,324 千円  

比   較 △10,247 千円  

 所得割 均等割 平等割 

医 療 分 5.70％ 
20,000 円  

（19,000 円） 

18,800 円  

（17,700 円） 

支援金分 2.55％ 9,200 円   7,800 円  

介 護 分 2.32％ 9,500 円   6,500 円  

令和 8年度国民健康保険特別会計予算（案）の概要 

（１）予算規模 

【予算規模が小さくなる主な要因】 

予算の積算にあたり、直近の状況を反映させるため、前年度の決算見込み数値を参考に算出していま

す。歳出のうち、県への「納付金」については、新たに「子ども・子育て支援金分」が加わったこと

で増額となりました。しかし、保険給付費の減額幅がこの増額分を上回ったため、予算総額としては

縮小となりました。 

（３）令和 8年度国民健康保険税 

（４）財政調整基金の取り崩しによる繰入 

「長野県における保険税水準等の統一に向けた松川町のロードマップ」に基づき、税率 

据置により保険税が不足する部分を、基金取崩により対応。 

      令和 8年度基金取り崩し   …   24,000 千円 

令和 8年度末の基金残額見込 …   38,293 千円 

   

※当初予算では、24,000 千円を取り崩す予定としてありますが、年度末の予算残を 

 確認し、取り崩す額を減額する場合があります。 

「長野県における保険税水準の統一に向けた松川町のロードマップ」に基づく税 

【医療分】上段：令和 8年度 下段：（令和 7年度） 

（２）出産育児一時金に係る一般会計の繰入金廃止 

これまで、出産一時期金の額の 2/3 に出産見込件数を乗じた金額を一般会計から繰り入れていました

が、令和 8 年度から廃止となりました。ただし、令和 8 年度においては、出産一時金の実績の 1/3 が

予算の範囲内において、県 2 号繰入金で補填されます。 

-18-


